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(57)【要約】
【課題】会議の関連度に応じて指示マークの表示態様を
変更し、共有画面上における重要個所を容易に把握する
。
【解決手段】ネットワークを介して接続され、他拠点端
末との間で情報を送受信可能とし、ディスプレイ２１１
に表示される情報によって会議をおこなうテレビ会議端
末１１０であって、複数拠点間のディスプレイ２１１に
共有画面を表示し、表示される共有画面上に、１拠点以
上のテレビ会議端末１１０から入力される、任意の位置
を指示する指示マークを表示する。会議への参加者につ
いて、会議に対する関連度を検知し、検知された関連度
に基づいて、指示マークの表示態様の変更を１拠点以上
のテレビ会議端末１１０でおこなう。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他拠点端末とネットワークを介して接続され、前記他拠点端末との間で前記ネットワー
クを介して情報を送受信可能とし、表示部に表示される情報によって会議をおこなう端末
装置であって、
　１拠点以上の前記他拠点端末の表示部に表示される表示画面の少なくとも一部以上を共
有する共有画面を、前記表示部に表示する画面表示制御手段と、
　前記画面表示制御手段によって表示される前記共有画面上に、１拠点以上の前記他拠点
端末および前記端末装置から入力される、前記共有画面上の任意の位置を指示する指示マ
ークを表示する指示表示制御手段と、
　前記会議への参加者について、前記会議に対する関連度を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された前記関連度に基づいて、前記指示マークの表示態様の
変更を１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置でおこなう変更制御手段と、
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記検知手段は、前記参加者の発話状態に基づいて、前記関連度を検知することを特徴
とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記共有画面は、前記ネットワークを介してから送信される、前記会議に用いる資料画
像を表示する画面であり、
　前記検知手段は、さらに前記資料画像の表示態様に基づいて、前記関連度を検知するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記検知手段は、さらに前記指示マークの操作状態に基づいて、前記関連度を検知する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の端末装置。
【請求項５】
　前記変更制御手段は、前記関連度が所定のしきい値よりも高い前記参加者による前記指
示マークの前記表示態様を前記指示マークの移動軌跡とすることを特徴とする請求項１～
４のいずれか一つに記載の端末装置。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続された送信元端末から送信された情報を送信先端末へ転送す
ることで、前記送信元端末と、前記送信先端末との間で会議をおこなわせる会議サーバで
あって、
　前記送信元端末から送信された前記情報に基づいて、前記送信元端末および前記送信先
端末に、少なくとも一部を共有する共有画面情報を送信する画面情報送信手段と、
　前記画面情報送信手段によって送信された前記共有画面情報に基づいて、前記送信元端
末および前記送信先端末に表示される共有画面上の任意の位置について、前記送信元端末
および前記送信先端末から指示される指示マーク情報を前記共有画面情報に対応付けて送
信する指示送信手段と、
　前記会議への参加者について、前記会議に対する関連度を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された前記関連度に基づいて、前記指示マークの表示態様の
変更を１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置でおこなう変更制御手段と、
　を備えることを特徴とする会議サーバ。
【請求項７】
　他拠点端末とネットワークを介して接続され、前記他拠点端末との間で前記ネットワー
クを介して情報を送受信可能とし、表示部に表示される情報によって会議をおこなう端末
装置のための処理プログラムであって、
　１拠点以上の前記他拠点端末の表示部に表示される表示画面の少なくとも一部以上を共
有する共有画面を、前記表示部に表示させる画面表示制御工程と、
　前記画面表示制御工程によって表示される前記共有画面上に、１拠点以上の前記他拠点
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端末および前記端末装置から入力される、前記共有画面上の任意の位置を指示する指示マ
ークを表示させる指示表示制御工程と、
　前記会議への参加者について、前記会議に対する関連度を検知させる検知工程と、
　前記検知工程によって検知された前記関連度に基づいて、前記指示マークの表示態様の
変更を１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置でおこなう変更制御工程と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする端末装置のための処理プログラム。
　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワークを介して接続された複数拠点の端末装置によって送受信され
る映像情報や音声情報を、各拠点の端末装置で再生することで、遠隔の拠点間で会議をお
こなう端末装置、会議サーバおよび処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ会議システムは、複数の拠点間で会議をおこなう際、各拠点間で相互に映像情報
や音声情報などを送受信する。各拠点の端末装置は、送受信された映像情報や音声情報を
再生する。端末装置は、映像情報として会議資料を送受信することがある。会議をおこな
っている各拠点の端末装置は、共有するために送受信された会議資料を表示する。
【０００３】
　共有された会議資料上には、会議資料の一部を指示するため、各拠点の端末装置から入
力される指示マークが複数表示される。近年では、一の端末装置によって、指示マークの
強調を示す入力があった場合、会議資料上に表示されている各端末装置から入力された複
数の指示マークのうち、一の端末装置から入力された指示マークを強調表示する提案がさ
れている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２２５３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の技術では、会議資料上において強調された
指示マークが、進行中の会議に関連している位置を指示しているとは限らない。したがっ
て、利用者は、会議資料のどの位置に注目して会議が進行されているのか分からないため
、円滑な会議がおこなえないという問題が一例として挙げられる。
【０００６】
　この発明は、上述した問題を解決するため、会議の関連度に応じて指示マークの表示態
様を変更し、共有画面上における重要個所を容易に把握することのできる端末装置、会議
サーバおよび処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明の端末装置は、他拠点端
末とネットワークを介して接続され、前記他拠点端末との間で前記ネットワークを介して
情報を送受信可能とし、表示部に表示される情報によって会議をおこなう端末装置であっ
て、１拠点以上の前記他拠点端末の表示部に表示される表示画面の少なくとも一部以上を
共有する共有画面を、前記表示部に表示する画面表示制御手段と、前記画面表示制御手段
によって表示される前記共有画面上に、１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置
から入力される、前記共有画面上の任意の位置を指示する指示マークを表示する指示表示
制御手段と、前記会議への参加者について、前記会議に対する関連度を検知する検知手段
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と、前記検知手段によって検知された前記関連度に基づいて、前記指示マークの表示態様
の変更を１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置でおこなう変更制御手段と、を
備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明の端末装置は、上記発明において、前記検知手段は、前記参加者の発話
状態に基づいて、前記関連度を検知することを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明の端末装置は、上記発明において、前記共有画面は、前記ネットワーク
を介してから送信される、前記会議に用いる資料画像を表示する画面を含む表示装置であ
り、前記検知手段は、さらに前記資料画像の表示態様に基づいて、前記関連度を検知する
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４の発明の端末装置は、上記発明において、前記検知手段は、さらに前記指示マ
ークの操作状態に基づいて、前記関連度を検知することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５の発明の端末装置は、上記発明において、前記変更制御手段は、前記関連度が
所定のしきい値よりも高い前記参加者による前記指示マークの前記表示態様を前記指示マ
ークの移動軌跡とすることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６の発明の会議サーバは、ネットワークを介して接続された送信元端末から送信
された情報を送信先端末へ転送することで、前記送信元端末と、前記送信先端末との間で
会議をおこなわせる会議サーバであって、前記送信元端末から送信された前記情報に基づ
いて、前記送信元端末および前記送信先端末に、少なくとも一部を共有する共有画面情報
を送信する画面情報送信手段と、前記画面情報送信手段によって送信された前記共有画面
情報に基づいて、前記送信元端末および前記送信先端末に表示される共有画面上の任意の
位置について、前記送信元端末および前記送信先端末から指示される指示マーク情報を前
記共有画面情報に対応付けて送信する指示送信手段と、前記会議への参加者について、前
記会議に対する関連度を検知する検知手段と、前記検知手段によって検知された前記関連
度に基づいて、前記指示マークの表示態様の変更を１拠点以上の前記他拠点端末および前
記端末装置でおこなう変更制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７の発明の処理プログラムは、他拠点端末とネットワークを介して接続され、前
記他拠点端末との間で前記ネットワークを介して情報を送受信可能とし、表示部に表示さ
れる情報によって会議をおこなう端末装置のための処理プログラムであって、１拠点以上
の前記他拠点端末の表示部に表示される表示画面の少なくとも一部以上を共有する共有画
面を、前記表示部に表示させる画面表示制御工程と、前記画面表示制御工程によって表示
される前記共有画面上に、１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置から入力され
る、前記共有画面上の任意の位置を指示する指示マークを表示させる指示表示制御工程と
、前記会議への参加者について、前記会議に対する関連度を検知させる検知工程と、前記
検知工程によって検知された前記関連度に基づいて、前記指示マークの表示態様の変更を
１拠点以上の前記他拠点端末および前記端末装置でおこなう変更制御工程と、をコンピュ
ータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、参加者の会議に対する関連度に応じて共有画面上の指
示マークの表示態様を変更させることができる。したがって、会議に関連する個所を容易
に把握させることができ、円滑な会議の進行を図ることができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、参加者の発話状態に応じて会議との関連度を検知する
ことができる。したがって、会議への関連度が高い発話中の参加者が指示する個所を容易
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に把握させることができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、会議に用いる資料画像の表示態様に基づいて、会議の
関連度を検知することができる。したがって、資料画像の変更や切り替わりなどに合わせ
て指示マークを容易に把握させることができる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、指示マークの操作状態に基づいて、会議の関連度を検
知することができる。したがって、指示マークを用いた重要な操作を容易に把握させるこ
とができる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明によれば、会議の関連度の高い参加者の指示マークについて、移
動履歴を表示することができる。したがって、指示マークの移動履歴から、会議の前後を
含めて指示個所を把握させることができる。
【００１９】
　請求項６に記載の発明によれば、会議の関連度に応じて共有画面上の指示マークの表示
態様を変更させることができる。したがって、会議に関連する個所を容易に把握させるこ
とができ、円滑な会議の進行を図ることができる。
【００２０】
　請求項７に記載の発明によれば、会議の関連度に応じて共有画面上の指示マークの表示
態様を変更させることができる。したがって、会議に関連する個所を容易に把握させるこ
とができ、円滑な会議の進行を図ることができる。
【００２１】
　以上説明したように、本発明にかかる端末装置、会議サーバおよび処理プログラムによ
れば、会議の関連度に応じて指示マークの表示態様を変更し、共有画面上における重要個
所を容易に把握することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態のテレビ会議システムの一例を示す説明図である。
【図２】本発明の実施形態のテレビ会議端末の機能的構成の一例を示す説明図である。
【図３】本発明の実施形態の資料画像およびポインタの表示の一例を示す説明図である。
【図４】本発明の実施形態のテレビ端末の処理の内容を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態のポインタ作成処理（図４に示したステップＳ４０９）の内容
を示すフローチャートである。
【図６】本発明の変形例のポインタ作成処理（図４に示したステップＳ４０９）の内容を
示すフローチャートである。
【図７】本発明の変形例の指定領域に位置するポインタの一例を示す説明図である。
【図８】本発明の変形例のポインタの動作軌跡の一例を示す説明図である。
【図９】本発明の変形例のポインタの動作軌跡の別の例を示す説明図である。
【図１０】本発明の変形例の資料画像の表示態様の一例を示す説明図である。
【図１１】本発明の変形例の資料画像の表示態様の別の例を示す説明図である。
【図１２】本発明の変形例の自拠点の映像を用いたポインタの一例を示す説明図である。
【図１３】本発明の変形例のポインタの移動軌跡の表示の一例を示す説明図である。
【図１４】本発明の変形例のマイクのアイコンを用いたポインタの一例を示す説明図であ
る。
【図１５】本発明の変形例のテレビ会議システムの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる端末装置、会議サーバおよび処理プログ
ラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２４】
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　（実施形態）
　（全体構成）
　図１を用いて、本発明の実施形態にかかる端末装置を、複数拠点でテレビ会議をおこな
うテレビ会議システムに用いるテレビ会議端末に適用した場合について説明する。図１は
、本発明の実施形態のテレビ会議システムの一例を示す説明図である。図１において、テ
レビ会議システム１００は、各拠点Ａ，Ｂ，Ｃに設置されたテレビ会議端末１１０ａ，１
１０ｂ，１１０ｃがネットワークＮＷを介して接続されて構成されている。
【００２５】
　テレビ会議システム１００は、地理的に離れた各拠点Ａ，Ｂ，Ｃに設置されたテレビ会
議端末１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃがインターネットなどのネットワークＮＷを介して
接続されたり、建物内の離れた各拠点Ａ，Ｂ，Ｃに設置されたテレビ会議端末１１０ａ，
１１０ｂ，１１０ｃがＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）などのネットワークＮＷを
介して接続されたりしている。ネットワークＮＷは、公衆電話回線網などであってもよい
。以降の説明では、各拠点の区別をしない場合、符号の末尾の記号である「ａ」，「ｂ」
，「ｃ」を省略して説明する。
【００２６】
　テレビ会議システム１００は、各拠点Ａ，Ｂ，Ｃでテレビ会議に参加する参加者Ａ，Ｂ
，Ｃの映像および音声をテレビ会議端末１１０によって送受信させる。具体的には、テレ
ビ会議端末１１０は、カメラ２１２やマイク２１４によって自拠点における参加者の映像
および音声を取得する。テレビ会議端末１１０は、取得した自拠点の参加者の映像および
音声をパケット化して、ネットワークＮＷを介して他拠点のテレビ会議端末１１０に送信
する。
【００２７】
　テレビ会議端末１１０は、他拠点のテレビ会議端末１１０から送信される参加者の映像
および音声のパケットをネットワークＮＷを介して受信する。テレビ会議端末１１０は、
受信したパケットから他拠点の参加者の映像および音声をディスプレイ２１１やスピーカ
２１３によって再生する。
【００２８】
　すなわち、テレビ会議端末１１０は、自拠点と他拠点で相互に送受信される参加者の映
像および音声を再生する。各拠点の参加者は、自拠点のテレビ会議端末１１０によって再
生される他拠点の映像および音声を視聴することで、遠隔に位置する参加者同士でテレビ
会議をおこなう。
【００２９】
　各テレビ会議端末１１０は、ディスプレイ２１１に表示される情報の一部以上を互いに
共有する。本実施形態では、テレビ会議端末１１０は、テレビ会議に用いる資料の映像で
ある資料画像を送受信して、送受信した資料画像を共有画面として表示させることで、参
加者同士で資料の共有を図る。
【００３０】
　具体的には、送信元端末としてのテレビ会議端末１１０は、パーソナルコンピュータや
外部記憶媒体などが接続されている。送信元端末のテレビ会議端末１１０は、参加者の操
作にしたがって、パーソナルコンピュータや外部記憶媒体などからテレビ会議用の文書や
画像などを資料画像として読み出す。
【００３１】
　送信元端末のテレビ会議端末１１０は、読み出された資料画像をディスプレイ２１１に
表示するとともに、ネットワークＮＷを介して送信先端末としてのテレビ会議端末１１０
に送信する。送信先端末のテレビ会議端末１１０は、受信した資料画像を共有画面として
ディスプレイ２１１によって表示する。
【００３２】
　テレビ会議端末１１０は、マウスなどの操作部を介して、参加者から指示マークである
ポインタの操作入力を受け付ける。具体的には、テレビ会議端末１１０は、操作入力に基
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づいて、ディスプレイ２１１に表示された共有画面上のポインタの表示制御をおこなう。
参加者は、ポインタを操作することで共有画面上の資料画像に対する操作や、資料画像の
任意の位置を指示する。
【００３３】
　テレビ会議端末１１０は、他拠点のテレビ会議端末１１０に自拠点のポインタデータを
出力する。他拠点のテレビ会議端末１１０は、入力されたポインタデータに基づいて、共
有画面上のポインタの表示制御をおこなう。すなわち、テレビ会議端末１１０は、自拠点
の参加者からの操作入力によるポインタデータと、他拠点から入力されるポインタデータ
とに基づいて、資料画像上に各参加者による指示マークとしてのポインタを表示する。
【００３４】
　（機能的構成）
　図２を用いて、本発明の実施形態のテレビ会議端末１１０の機能的構成について説明す
る。図２は、本発明の実施形態のテレビ会議端末の機能的構成の一例を示す説明図である
。
【００３５】
　図２において、テレビ会議端末１１０は、ＣＰＵ（セントラルプロセッシングユニット
）２０１と、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２０２と、ＲＯＭ（リードオンリーメモ
リ）２０３と、ディスプレイ２１１やカメラ２１２に対して各種映像の入出力を制御する
映像Ｉ／Ｆ２０４と、スピーカ２１３やマイク２１４に対して各種音声の入出力を制御す
る音声Ｉ／Ｆ２０５と、各種情報の入力を受け付ける操作部２０６と、外部機器との通信
を制御する通信Ｉ／Ｆ２０７と、各種情報を記憶する記憶媒体２０８とを備えている。ま
た、テレビ会議端末１１０の各構成部は、バス２００によってそれぞれ接続されている。
【００３６】
　ＣＰＵ２０１は、テレビ会議端末１１０全体の制御をおこなう。ＣＰＵ２０１は、ＲＡ
Ｍ２０２をワークエリアとして、ＲＯＭ２０３から読み込まれる各種プログラムを実行す
る。
【００３７】
　映像Ｉ／Ｆ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、ディスプレイ２１１に各種情
報を表示させる。映像Ｉ／Ｆ２０４は、たとえば、カメラ２１２によって撮像された自拠
点の映像や、他拠点のテレビ会議端末１１０から受信された映像のパケットをデコードし
た映像や、他拠点とのテレビ会議に関する処理画面などをディスプレイ２１１に表示させ
る。
【００３８】
　映像Ｉ／Ｆ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、テレビ会議に用いる資料画像
をディスプレイ２１１に表示させる。資料画像は、他拠点のテレビ会議端末１１０から後
述する通信Ｉ／Ｆ２０７を介して受信したり、通信Ｉ／Ｆ２０７を介して接続される情報
端末などから取得したりする。すなわち、テレビ会議端末１１０は、他拠点のテレビ会議
端末１１０と送受信する資料画像をディスプレイ２１１に表示させることで、各参加者間
で資料画像を共有させる。
【００３９】
　映像Ｉ／Ｆ２０４は、自拠点の参加者によって後述する操作部２０６を介して入力され
るポインタデータに基づいて、自拠点の参加者によるポインタをディスプレイ２１１に表
示させる。映像Ｉ／Ｆ２０４は、後述する通信Ｉ／Ｆ２０７を介して入力される他拠点の
参加者によるポインタデータに基づいて、他拠点の参加者によるポインタをディスプレイ
２１１に表示させる。
【００４０】
　ポインタデータは、たとえば、ディスプレイ２１１に表示中の資料画像について、各拠
点の参加者の操作入力によって指示される指示マークであるポインタの情報である。すな
わち、ポインタデータは、テレビ会議において資料画像を用いて会議をおこなっている参
加者が強調する個所（たとえば、説明を補足する箇所、資料画像の操作個所）などを示す



(8) JP 2011-180948 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

ポインタの情報である。
【００４１】
　ここで、テレビ会議端末１１０は、参加者の会議に対する関連度を検知する。具体的に
は、テレビ会議端末１１０は、自拠点の参加者の発話状態に基づいて関連度を検知する。
テレビ会議端末１１０は、検知された関連度に基づいて、ポインタの表示態様を変更させ
たポインタデータを出力する。
【００４２】
　ここで、図３を用いて、本発明の実施形態のディスプレイ２１１上に表示される資料画
像およびポインタについて説明する。図３は、本発明の実施形態の資料画像およびポイン
タの表示の一例を示す説明図である。
【００４３】
　図３において、各拠点のディスプレイ２１１には、共有画面３００が表示されている。
共有画面３００上には、各拠点の参加者Ａ，Ｂ，Ｃが共有して視聴できる画像である資料
画像３５０，３６０と、ポインタ３０１，３０２，３０３とが表示されている。
【００４４】
　ポインタ３０１，３０２，３０３は、各テレビ会議端末１１０におけるポインタデータ
３１１，３１２，３１３に基づいて表示される。ポインタデータ３１１，３１２，３１３
は、各拠点の記録媒体２０８にそれぞれ記録されており、必要に応じて後述する通信Ｉ／
Ｆ２０７を介して各テレビ会議端末１１０間で送受信される。ポインタデータ３１１，３
１２，３１３は、各ポインタ３０１，３０２，３０３の位置を示すポインタ座標と、会議
に対する関連度である参加者の発話状態と、ポインタ３０１，３０２，３０３の表示態様
を示すポインタ表示とを含むデータである。ポインタデータ３１１，３１２，３１３は、
図５に後述するポインタ作成処理のフローによって発話状態やポインタ表示が更新され、
記憶される構成である。
【００４５】
　なお、図３の例では自拠点のポインタと他拠点のポインタを区別せずに共有画面に表示
する構成としたがこれに限ることはない。すなわち、ポインタデータにおける操作者の情
報に基づいて自拠点を明確にするように表示したり、全拠点にそれぞれ操作者を対応づけ
て表示したりしてもよい。
【００４６】
　発話状態は、後述するマイク２１４によって集音される音声に基づいて、自拠点の参加
者が会議に主体として参加して発話している「発話」状態か、会議に主体として参加して
いるが判断時点で発話していない「通常」状態か、会議に主体として参加しておらず主に
会議の状況を傍観している「非発話」状態かを示す。
【００４７】
　本実施形態では、たとえば、「発話」状態は、マイク２１４によって集音される音声レ
ベルが所定の閾値以上である状態である。「通常」状態は、発話が終了してからの経過時
間が、所定時間よりも短い状態である。「通常」状態は、相手の発話に対して応答などを
返したりする、会議に対して主体的な参加が見込まれる状態などである。換言すれば、「
通常」状態の参加者は、会議に対して発話を繰り返しており、判断時に発話していない状
態である。「非発話」状態は、発話が終了してからの経過時間が所定時間以上である状態
である。「非発話」状態は、所定時間以上継続して発話がなく、会議に対して主体的な参
加が見込まれない状態などである。なお、図３の例では、「発話」「通常」「非発話」の
それぞれの状態を各１つずつとしたがこれに限ることはない。すなわち、「発話」状態が
複数であってもよい。
【００４８】
　ポインタ表示は、参加者における会議への関連度である発話状態に基づいたポインタの
表示態様として、「強調表示」「通常表示」「非表示」を示す。具体的には、発話状態が
「発話」である場合は「強調表示」、「通常」である場合は「通常表示」、「非発話」で
ある場合は「非表示」をそれぞれ示す。「非表示」は、たとえば、視認できないようにし
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たり、点線（破線）などで表示したりすることとしてもよい。ポインタ座標は、共有画面
３００における資料画像３５０，３６０上で参加者の操作入力によって指示される位置を
示す。
【００４９】
　なお、本発明の実施形態では、説明のためディスプレイ２１１上表示される共有画面３
００について、資料画像３５０，３６０が表示される例について説明したが、これに限る
ことはない。すなわち、各拠点の参加者の映像も共有画面３００に表示する構成でもよい
。また、ディスプレイ２１１の共有画面３００とは異なる領域に各拠点の参加者の映像を
表示する構成でもよい。
【００５０】
　図２に戻って、映像Ｉ／Ｆ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、カメラ１１３
によって自拠点の参加者映像を撮像する。映像Ｉ／Ｆ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にし
たがって、カメラ１１３によって撮像された参加者映像を記憶媒体２０８に出力する。
【００５１】
　音声Ｉ／Ｆ２０５は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、スピーカ２１３に各種音声を
出力させる。音声Ｉ／Ｆ２０５は、他拠点のテレビ会議端末１１０から受信された音声の
パケットをデコードした音声や、他拠点とのテレビ会議に関する案内音声などをスピーカ
２１３に出力させる。
【００５２】
　音声Ｉ／Ｆ２０５は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、マイク２１４によって自拠点
の参加者の音声を集音する。音声Ｉ／Ｆ２０５は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、マ
イク１１４によって集音された参加者音声を記憶媒体２０８に出力する。
【００５３】
　操作部２０６は、参加者などから各種情報の入力を受け付ける。操作部２０６は、マウ
スやタッチパネルや操作ボタンなどによって構成され、テレビ会議に関する情報の入力を
受け付けて、入力された信号をＣＰＵ２０１へ出力する。
【００５４】
　通信Ｉ／Ｆ２０７は、通信回線を通じてインターネットなどのネットワークＮＷに接続
され、このネットワークＮＷを介して他のテレビ会議端末１１０やその他外部機器に接続
される。通信Ｉ／Ｆ２０７は、ネットワークＮＷとテレビ会議端末１１０内部のインター
フェースをつかさどり、外部機器に対するデータの入出力を制御する。通信Ｉ／Ｆ２０７
には、たとえば、モデムやＬＡＮアダプタなどを採用することができる。
【００５５】
　通信Ｉ／Ｆ２０７は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、記憶媒体２０８に記憶された
自拠点の映像および音声を、他拠点のテレビ会議端末１１０へネットワークＮＷを介して
送信する。通信Ｉ／Ｆ２０７は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって、映像および音声をパ
ケットとして所定のタイミングでネットワークＮＷを介して送信する。
【００５６】
　記憶媒体２０８は、ＨＤ（ハードディスク）や着脱可能な記録媒体の一例としてのＦＤ
（フレキシブルディスク）などである。記憶媒体２０８は、それぞれのドライブデバイス
を有し、ＣＰＵ２０１の制御にしたがって各種データが記録される。また、記憶媒体２０
８からは、それぞれのドライブデバイスの制御にしたがってデータが読み取られる。
【００５７】
　なお、各構成要素と、各機能を対応付けて説明すると、図２に示したＣＰＵ２０１、映
像Ｉ／Ｆ２０４およびディスプレイ２１１によって、本発明の画面表示制御手段および指
示表示制御手段の機能を実現する。また、ＣＰＵ２０１、音声Ｉ／Ｆ２０５およびマイク
２１４によって、本発明の検知手段の機能を実現する。また、ＣＰＵ２０１および通信Ｉ
／Ｆ２０７によって、本発明の変更制御手段の機能を実現する。
【００５８】
　（テレビ会議端末１１０の処理の内容）
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　図４および図５を用いて、本発明の実施形態のテレビ会議端末１１０の処理の内容につ
いて説明する。図４は、本発明の実施形態のテレビ端末の処理の内容を示すフローチャー
トである。
【００５９】
　図４のフローチャートにおいて、まず、ＣＰＵ２０１は、テレビ会議が開始されたか否
かを判断する（ステップＳ４０１）。テレビ会議の開始は、たとえば、参加者による操作
部２０６の操作に基づいて、通信Ｉ／Ｆ２０７を介して他のテレビ会議端末１１０に対し
て接続要求をおこなう。通信Ｉ／Ｆ２０７を介して他のテレビ会議端末１１０から応答を
受信することによって判断される。
【００６０】
　ステップＳ４０１において、テレビ会議が開始されるのを待って、開始された場合（ス
テップＳ４０１：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、他拠点のテレビ会議端末１１０との間で
通信Ｉ／Ｆ２０７を介してテレビ会議に用いる映像および音声の送受信をおこなう（ステ
ップＳ４０２）。
【００６１】
　ＣＰＵ２０１は、映像Ｉ／Ｆ２０４および音声Ｉ／Ｆ２０５を制御して、ステップＳ４
０２において送受信された映像および音声を再生する（ステップＳ４０３）。映像および
音声の再生は、ディスプレイ２１１やスピーカ２１３によって実行される。
【００６２】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ４０３において、ディスプレイ２１１に表示されている映
像に共有画面が表示されているか否かを判断する（ステップＳ４０４）。具体的には、Ｃ
ＰＵ２０１は、ディスプレイ２１１に図３に示した共有画面３００上における資料画像３
５０，３６０を表示しているか否かを判断する。
【００６３】
　ステップＳ４０４において、共有画面が表示されていない場合（ステップＳ４０４：Ｎ
ｏ）は、ＣＰＵ２０１は、ステップＳ４１１へ移行する。ステップＳ４０４において、共
有画面が表示されている場合（ステップＳ４０４：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、他拠点
のポインタデータがあるか否かを判断する（ステップＳ４０５）。具体的には、ＣＰＵ２
０１は、通信Ｉ／Ｆ２０７を介して受信される、図３に示した他拠点のポインタデータが
記憶媒体２０８に記憶されているか否かを判断する構成である。
【００６４】
　ステップＳ４０５において、他拠点のポインタデータがない場合（ステップＳ４０５：
Ｎｏ）は、ステップＳ４０７へ移行する。ステップＳ４０５において、他拠点のポインタ
データがある場合（ステップＳ４０５：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、他拠点のポインタ
データに基づいて、共有画面上に他拠点のポインタを表示する（ステップＳ４０６）。
【００６５】
　ＣＰＵ２０１は、自拠点のポインタデータがあるか否かを判断する（ステップＳ４０７
）。具体的には、ＣＰＵ２０１は、操作部２０６を介して自拠点の共有画面に対する操作
入力があった場合に生成される、図３に示した自拠点のポインタデータが記憶媒体２０８
に記憶されているか否かを判断する構成である。
【００６６】
　ステップＳ４０７において、自拠点のポインタデータがない場合（ステップＳ４０７：
Ｎｏ）は、ＣＰＵ２０１は、ステップＳ４１１へ移行する。ステップＳ４０７において、
自拠点のポインタデータがある場合（ステップＳ４０８：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、
自拠点のポインタデータに基づいて、共有画面上に自拠点のポインタを表示する（ステッ
プＳ４０８）。
【００６７】
　ＣＰＵ２０１は、自拠点の参加者のポインタデータについて、ポインタ作成処理を実行
する（ステップＳ４０９）。ポインタ作成処理は、ステップＳ４０５やステップＳ４０７
において、記憶媒体２０８に記憶された自拠点のポインタデータについて、発話状態およ
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びポインタ表示を更新する処理である。ここで、図５を用いて、本発明の実施形態のポイ
ンタ作成処理（図４に示したステップＳ４０９）の内容について説明する。図５は、本発
明の実施形態のポインタ作成処理（図４に示したステップＳ４０９）の内容を示すフロー
チャートである。
【００６８】
　図５のフローチャートにおいて、まず、ＣＰＵ２０１は、音声Ｉ／Ｆ２０５を介して、
マイク２１４から入力される自拠点の参加者の音声による発話データの音量レベルを取得
する（ステップＳ５０１）。
【００６９】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０１において取得された音量レベルを所定の閾値と比較
して、音量レベルが閾値以上であるか否かを判断する（ステップＳ５０２）。所定の閾値
は、たとえば、任意に設定可能とし、参加者が発話しているか否かを判断する値などであ
る。具体的には、たとえば、所定の閾値は、雑音でナイト判断できるレベル（たとえば、
７０ｄＢ程度）であってもよく、周囲の環境に応じて変更可能な構成でもよい。すなわち
、閑静な環境であれば、雑音レベルは低く、騒然な環境であれば雑音レベルは高くなる。
【００７０】
　ステップＳ５０２において、音量レベルが閾値以上であると判断された場合（ステップ
Ｓ５０２：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、自拠点の参加者のポインタデータを記憶媒体２
０８から読み出して、読み出されたポインタデータの発話状態を「発話」に更新する（ス
テップＳ５０３）。
【００７１】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０３において発話状態が「発話」に更新された自拠点の
ポインタデータのポインタ表示を「強調表示」に変更して（ステップＳ５０４）、一連の
ポインタ作成処理を終了し、図４に示したステップＳ４１０へ戻る。
【００７２】
　ステップＳ５０２において、音量レベルが閾値よりも小さいと判断された場合（ステッ
プＳ５０２：Ｎｏ）は、ＣＰＵ２０１は、自拠点のポインタデータを記憶媒体２０８から
読み出して、読み出されたポインタデータにおける発話状態は「通常」だったか否かを判
断する（ステップＳ５０５）。
【００７３】
　ステップＳ５０５において、発話状態が「通常」であったと判断された場合（ステップ
Ｓ５０５：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、自拠点の参加者のポインタデータの発話状態を
「通常」に更新する（ステップＳ５０６）。
【００７４】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０６において発話状態が「通常」に更新された自拠点の
ポインタデータのポインタ表示を「通常」に変更し（ステップＳ５０７）、発話状態が「
通常」になってからの経過時間を取得する（ステップＳ５０８）。
【００７５】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０８において取得された経過時間が閾値以上か否かを判
断する（ステップＳ５０９）。ステップＳ５０９において、経過時間が閾値よりも小さい
と判断された場合（ステップＳ５０９：Ｎｏ）は、一連のポインタ作成処理を終了し、図
４に示したステップＳ４１０へ戻る。
【００７６】
　ステップＳ５０９において、経過時間が閾値以上であると判断された場合（ステップＳ
５０９：Ｙｅｓ）は、ＣＰＵ２０１は、ＣＰＵ２０１は、記憶媒体２０８から読み出され
た自拠点の参加者のポインタデータの発話状態を「非発話」に更新する（ステップＳ５１
０）。
【００７７】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５１０において発話状態が「非発話」に更新された自拠点
のポインタデータのポインタ表示を「非表示」に変更し（ステップＳ５１１）、一連のポ
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インタ作成処理を終了し、図４に示したステップＳ４１０へ戻る。
【００７８】
　ステップＳ５０５において、発話状態が「通常」でなかったと判断された場合（ステッ
プＳ５０５：Ｎｏ）は、ＣＰＵ２０１は、記憶媒体２０８から読み出された自拠点のポイ
ンタデータにおける発話状態は「発話」だったか否かを判断する（ステップＳ５１２）。
【００７９】
　ステップＳ５１２において、発話状態が「発話」であったと判断された場合（ステップ
Ｓ５１２：Ｙｅｓ）は、ステップＳ５０６へ移行して処理を継続する。ステップＳ５１２
において、発話状態が「発話」でなかったと判断された場合（ステップＳ５１２：Ｎｏ）
は、ステップＳ５１０へ移行して処理を継続する。
【００８０】
　図４に戻って、ＣＰＵ２０１は、ステップＳ４０９において作成された自拠点のポイン
タデータについて、参加者の操作入力に基づいてポインタ座標を更新したポインタデータ
を出力する（ステップＳ４１０）。ポインタデータの出力は、たとえば、自拠点の共有画
面に表示するために記憶媒体２０８へ出力したり、通信Ｉ／Ｆ２０７を介して他拠点のテ
レビ会議端末１１０へ出力したりする。換言すれば、ポインタデータの変更指示としてポ
インタデータを、自拠点や多拠点のテレビ会議端末１１０へ出力することとなる。
【００８１】
　ＣＰＵ２０１は、テレビ会議が終了されたか否かを判断する（ステップＳ４１１）。テ
レビ会議の終了は、たとえば、参加者による操作部２０６の操作による指示や、通信Ｉ／
Ｆ２０７を介して受信される他のテレビ会議端末１１０からの指示などに基づいておこな
われる。
【００８２】
　ステップＳ４１１において、テレビ会議が終了されない場合（ステップＳ４１１：Ｎｏ
）は、ステップ「Ｓ４０２へ戻って処理を繰り返す。ステップＳ４１１において、テレビ
会議が終了された場合（ステップＳ４１１：Ｙｅｓ）は、そのまま一連の処理を終了する
。
【００８３】
　なお、本発明の各構成要素における処理と、本発明の実施形態の各処理または各機能と
を関連付けて説明すると、ステップＳ４０３におけるＣＰＵ２０１、映像Ｉ／Ｆ２０４お
よびディスプレイ２１１の処理によって、本発明の画面表示制御手段の処理が実行される
。ステップＳ４０５およびステップＳ４０８におけるＣＰＵ２０１、映像Ｉ／Ｆ２０４お
よびディスプレイ２１１の処理によって、本発明の指示表示制御手段の処理が実行される
。ステップＳ５０１およびステップＳ５０２におけるＣＰＵ２０１、音声Ｉ／Ｆ２０５お
よびマイク２１４の処理によって、本発明の検知手段の処理が実行される。ステップＳ４
１０におけるＣＰＵ２０１および通信Ｉ／Ｆ２０７の処理によって、本発明の変更制御手
段の処理が実行される。
【００８４】
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、参加者の会議に対する関連度として
の発話状態を検知して、ポインタ３０１，３０２，３０３の表示態様を変更可能にするこ
とで、会議における議題への参加に応じて各参加者が示すポインタ３０１，３０２，３０
３が変更される。したがって、各参加者は、会議における議題の重要な部分や関連する部
分を容易に把握することができ、円滑にテレビ会議をおこなうことができる。
【００８５】
　（その他一部の変形例）
　本発明の実施形態では特に、会議に対する関連度として、参加者の発話状態を用いてポ
インタの表示態様を変更可能とする例について説明したが、これに限ることはない。具体
的には、会議に対する関連度として、参加者によるポインタの操作状態を用いて、ポイン
タの表示態様を変更する構成でもよい。
【００８６】
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　図６を用いて、本発明の変形例のテレビ会議端末１１０の処理の内容について説明する
。本発明の変形例では、ＣＰＵ２０１および操作部２０６が本発明の検知手段の機能を実
現する。本発明の変形例では、テレビ会議システムの概要、テレビ会議端末の機能的構成
、資料画像およびポインタの表示の一例については実施形態とほぼ同様であるため説明を
省略する。
【００８７】
　本発明の変形例のテレビ会議端末１１０の処理については、図４に記載した処理の内容
についてははほぼ同様であるため説明を省略する。図６は、本発明の変形例のポインタ作
成処理（図４に示したステップＳ４０９）の内容を示すフローチャートである。図６のフ
ローチャートでは、図５に示したポインタ作成処理と同様の工程については、図５と同一
の符号を付して説明を省略する。
【００８８】
　図６において、ＣＰＵ２０１は、ステップＳ５０３において発話状態が「発話」に更新
された自拠点のポインタデータについて、ポインタ位置を取得する（ステップＳ６１０）
。ポインタ位置の取得は、たとえば、参加者が操作部２０６を操作して共有画面上の任意
の点を指示した場合におけるポインタ座標である。
【００８９】
　ＣＰＵ２０１は、ステップＳ６１０において取得されたポインタ位置が、指定領域内か
否かを判断する（ステップＳ６２０）。指定領域は、たとえば、図３に示した共有画面上
における資料画像の領域などである。
【００９０】
　ステップＳ６２０において、ポインタ位置が指定領域内でない場合（ステップＳ６２０
：Ｎｏ）は、ステップＳ５０６へ移行する。ステップＳ６２０において、ポインタ位置が
指定領域内である場合（ステップＳ６２０：Ｙｅｓ）は、ステップＳ５０４へ移行して、
自拠点のポインタ表示を「強調表示」に変更する。
【００９１】
　ここで、図７を用いて、本発明の変形例の指定領域に位置するポインタの一例について
説明する。図７は、本発明の変形例の指定領域に位置するポインタの一例を示す説明図で
ある。図７において、テレビ会議端末１１０のディスプレイ２１１に表示された共有画面
３００には、資料画像７５０が表示されている。
【００９２】
　資料画像７５０において、指定領域が資料画像７５０上である場合、ポインタ７０１は
、矢印７１０のようにポインタ７０２の位置に存在する場合に、ステップＳ５０４の工程
を経て強調表示されることとなる。換言すれば、指定領域である資料画像７５０の外から
ポインタ７０１が進入したり、資料画像７５０上でポインタ７０１の座標変化を検知した
場合などに強調表示をおこなう。すなわち、会議に関連する資料画像を指示するポインタ
については強調表示が可能な構成である。
【００９３】
　以上説明したように、本発明の変形例のテレビ会議端末１１０によれば、参加者の発話
状態にくわえて、ポインタの位置に基づいて、会議の関連度を検知することができる。換
言すれば、発話している参加者のうち、会議の資料画像を指示しているポインタについて
強調表示することができるため、参加者は、確実に会議の重要個所を把握することができ
る。
【００９４】
　なお、図６および図７の説明では、参加者の発話状態にくわえてポインタの位置情報を
用いて、会議に対する関連度を検知する構成としたが、これに限ることはない。具体的に
は、ポインタの位置情報のみを用いる構成でもよく、資料画像上に位置するポインタをす
べて強調表示することとしてもよい。
【００９５】
　また、図６および図７の説明では、ポインタの位置が、指定領域である資料画像上に位
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置する場合に、会議に対する関連度が高いこととしたが、これに限ることはない。具体的
には、資料画像に対するポインタの操作の軌跡などを検知して、所定の動作を示した場合
に、会議に対する関連度が高いこととしてもよい。
【００９６】
　図８を用いて、本発明の変形例のポインタの動作に応じてポインタを強調表示する例に
ついて説明する。図８は、本発明の変形例のポインタの動作軌跡の一例を示す説明図であ
る。図８において、テレビ会議端末１１０のディスプレイ２１１に表示された共有画面３
００には、資料画像８５０が表示されている。
【００９７】
　資料画像８５０上において、ポインタ８０１は、矢印８１０に示すように動作してポイ
ンタ８０２となっている。すなわち、資料画像８１０の全体を示すような動作を示した場
合に、通常表示のポインタ８０１が強調表示のポインタ８０２となる構成である。換言す
れば、資料画像８５０上でポインタ８０１の座標変化を検知した場合などにポインタ８０
２として強調表示をおこなう。このように、会議で説明対象となる資料画像について、所
定の動作によって説明をおこなう場合にポインタ８０２を強調表示とすることで、資料画
像に対する参加者の注目度を高め、円滑な会議を進行することができる。
【００９８】
　図９を用いて、本発明の変形例のポインタの動作に応じてポインタを強調表示する別の
例について説明する。図９は、本発明の変形例のポインタの動作軌跡の別の例を示す説明
図である。図９において、テレビ会議端末１１０のディスプレイ２１１に表示された共有
画面３００には、資料画像９５０が表示されている。
【００９９】
　資料画像９５０上において、ポインタ９０１は、資料画像９５０のグラフの領域の外側
に位置し、ポインタ９０２はグラフの領域の内側に位置している。ポインタ９０１，９０
２は、矢印９１０が示すように動作して、グラフの領域の外側と内側を往復するうち、グ
ラフの領域の外側に位置する場合に通常表示のポインタ９０１、グラフの領域の内側の領
域に位置する場合に強調表示のポインタ９０２となる構成である。このように、資料画像
９５０におけるグラフの説明で、重要な個所を示す動作の場合にポインタ９０２を強調表
示とすることで、資料画像に対する参加者の理解度を高め、円滑な会議を進行することが
できる。
【０１００】
　また、上述した変形例では、ポインタの操作状態に基づいて、会議に対する関連度を検
知する構成として説明したが、これに限ることはない。具体的には、資料画像の表示態様
に基づいて関連度を検知する構成でもよい。
【０１０１】
　図１０を用いて、本発明の変形例の資料画像の表示態様に基づいてポインタを強調表示
する例について説明する。図１０は、本発明の変形例の資料画像の表示態様の一例を示す
説明図である。図１０において、テレビ会議端末１１０のディスプレイ２１１に表示され
た共有画面３００には、グラフを表示するためのアプリケーションを示すアイコンである
資料画像１０１１と、ポインタ１００１が表示されている。
【０１０２】
　参加者によってポインタ１００１が操作されて、資料画像１０１１のアイコンで示され
たアプリケーションが起動されると、グラフを示す資料画像１０１２が表示され、ポイン
タ１００２が表示される構成である。すなわち、資料画像１０１１がアプリケーション起
動前のアイコンの状態では、通常表示のポインタ１００１が表示され、資料画像１０１２
がアプリケーション起動後にグラフが表示された状態では、強調表示１００２のポインタ
１００２が表示されることとなる。このように、資料画像の起動状態に応じてポインタの
表示を変更することができるため、重要な資料画像に切り替わった場合に、参加者に対し
て迅速に認識を促して、円滑な会議を進行することができる。
【０１０３】
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　図１１を用いて、本発明の変形例の資料画像の表示態様に基づいてポインタを強調表示
する別の例について説明する。図１１は、本発明の変形例の資料画像の表示態様の別の例
を示す説明図である。図１１において、テレに会議端末１１０のディスプレイ２１１に表
示された共有画面３００には、資料画像１１１１と、ポインタ１１０１と、資料画像１１
１１のページ送りを示すボタン１１２１とが表示されている。
【０１０４】
　参加者によってポインタ１１０１が操作されて、資料画像１１１１のページを切り替え
るためにボタン１１２１が選択されると、新たなページの資料画像１１１２が表示され、
ポインタ１１０２と、新たな資料画像１１１２に対するボタン１１２２とが表示される構
成である。すなわち、資料画像１１１１のページ送りが選択される前の状態では、通常表
示のポインタ１１０１が表示され、ページが切り替えられた後の資料画像１１１２の状態
では、強調表示のポインタ１１０２が表示されることとなる。このように、ページが切り
替わるとポインタの表示を変更する構成であるため、参加者に新規な説明などを迅速に把
握させることができる。
【０１０５】
　また、本発明の実施形態では特に、ポインタとして矢印のマークを用いることとして説
明したが、これに限ることはない。具体的には、会議に対する関連度を検知して、発話状
態となった場合など関連度の高いポインタを、自拠点の映像によって表示する構成でもよ
い。
【０１０６】
　図１２を用いて、本発明の変形例のポインタに自拠点の映像を用いる場合について説明
する。図１２は、本発明の変形例の自拠点の映像を用いたポインタの一例を示す説明図で
ある。
【０１０７】
　図１２において、参加者Ａが発話した場合、共有画面３００の資料画像１２５０上に表
示するポインタ１２０１は、カメラ２１２によって撮像された自拠点の映像を用いている
。すなわち、ＣＰＵ２０１、映像Ｉ／Ｆ２０４およびカメラ２１２によって変更制御手段
の機能を実現し、参加者Ａの発話状態から、「発話」である場合に、ポインタの情報とし
て自拠点の映像を撮像し、アイコン化する。ＣＰＵ２０１は、自拠点および他拠点のポイ
ンタデータとして、「発話」状態の参加者のアイコンを表示される構成である。このよう
にすれば、会議に対して重要な発言をした参加者を容易に把握することができる。
【０１０８】
　また、本発明の実施形態では特に、任意の時点で指示されるポインタを表示する構成と
したが、これに限ることはない。具体的には、ポインタの移動軌跡をすべて表示する構成
でもよい。図１３は、本発明の変形例のポインタの移動軌跡の表示の一例を示す説明図で
ある。図１３において、ディスプレイ２１１には、会議に対する関連度である発話状態が
「発話」の参加者のポインタ１３０１は、矢印１３１０に沿って移動した軌跡１３５０を
併せて表示されている。このように、移動軌跡も表示する構成とすれば、参加者は、会議
に対する関連度の高いポインタの重要な動作すべてを確認することができる。
【０１０９】
　また、本発明の実施形態では特に、ポインタとして矢印のマークを用いることとして説
明したが、これに限ることはない。具体的には、会議に対する関連度を検知して、発話状
態となった場合など関連度の高いポインタを、マイクのアイコンによって表示する構成で
もよい。
【０１１０】
　図１４を用いて、本発明の変形例のポインタとしてマイクのアイコンを用いる場合につ
いて説明する。図１４は、本発明の変形例のマイクのアイコンを用いたポインタの一例を
示す説明図である。図１４において、参加者が発話した場合、ディスプレイ２１１に表示
するポインタ１４０１は、マイクを示すマイクアイコン１４０２に変更される。マイクア
イコン１４０２に変更することで、参加者は、発話があったことを視覚的に認識すること



(16) JP 2011-180948 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

ができる。
【０１１１】
　また、本発明の実施形態では特に、図１の説明において、テレビ会議端末１１０ａ，１
１０ｂ，１１０ｃがネットワークを介して相互に接続されることとして説明したが、これ
に限ることはない。具体的には、ネットワーク上の任意の位置に設置された管理サーバな
どを介して相互に接続される構成でもよい。
【０１１２】
　図１５を用いて、本発明の変形例のテレビ会議システムについて説明する。図１５は、
本発明の変形例のテレビ会議システムの一例を示す説明図である。図１５において、テレ
ビ会議システム１５００は、各拠点Ａ，Ｂ，Ｃに設置されたテレビ会議端末１１０ａ，１
１０ｂ，１１０ｃがそれぞれネットワークＮＷを介して接続された管理サーバ１５０１に
よって接続されて構成されている。
【０１１３】
　すなわち、テレビ会議システム１５００では、テレビ会議端末１１０は、相手側のテレ
ビ会議端末１１０へ送信する情報を管理サーバ１５０１に送信する。管理サーバ１５０１
は、送信された情報を、各テレビ会議端末１１０へ送信することで、テレビ会議を実現す
る構成である。管理サーバ１５０１は、テレビ会議端末１１０から送信される情報に基づ
いて、共有画面情報を送信したり、ポインタデータを送信したりする構成であり、この管
理サーバ１５０１によっても、実施形態と同等の効果を得ることができる。
【０１１４】
　また、会議に対する関連度の検知結果と、発話状態と、ポインタ表示との対応関係のテ
ーブルを用意し、テーブルに基づいてポインタの表示態様を決定する構成でもよい。関連
度と、表示態様との対応テーブルを状況に応じて拡張や変更したり、配信したりする構成
としてもよく、本発明の汎用性向上を図ることができる。
【０１１５】
　また、発話状態、資料表示、操作状態などに重み付けをおこなって関連度を検知するよ
うにしてもよい。具体的には、発話状態については、音量レベルが大きいほど重みを大き
くしたり、資料表示については、同一人物による繰り返しの表示回数に応じて重みを大き
くしたり、操作状態については、操作スピードや発話と同時におこなわれた操作などに重
みを大きくするようにしてもよい。このようにすることで、ポインタ表示の表示態様をよ
り詳細かつ適切に変更することができる。
【０１１６】
　また、ポインタの表示態様を変更する指標として、発話状態、資料表示、操作状態など
を、適宜組合せて用いる構成でもよい。組合せに関しては、それぞれ重みを付けてもよく
、たとえば、「発話」が大きな重みであったり、「発話」しながらの操作の重みを大きく
したり、連続操作によって資料を複数表示した場合に大きな重みを採用したりするなどし
てもよく、重みの設定は利用者によって可変にしてもよい。このようにすることで、ポイ
ンタ表示の表示態様をより詳細かつ適切に変更することができる。
【０１１７】
　また、上述した説明では、実施形態および一部の変形例について別々の例として説明し
たが、これに限ることはない。すなわち、それぞれを組み合わせた構成として、実施形態
および一部の変形例による手法を適宜組み合わせて利用してもよい。
【０１１８】
　なお、本発明の実施形態および変形例で説明した方法は、あらかじめ用意されたプログ
ラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行すること
により実現することができる。この通信プログラムは、ハードディスク、フレキシブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記
録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また
このプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝
送媒体であってもよい。
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【符号の説明】
【０１１９】
　１００　テレビ会議システム
　１１０（１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃ）　テレビ会議端末
　ＮＷ　ネットワーク
　２００　バス
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ＲＡＭ
　２０３　ＲＯＭ
　２０４　映像Ｉ／Ｆ
　２０５　音声Ｉ／Ｆ
　２０６　操作部
　２０７　通信Ｉ／Ｆ
　２０８　記憶媒体
　２１１　ディスプレイ
　２１２　カメラ
　２１３　スピーカ
　２１４　マイク
　　

【図１】
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